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近年、 「自分が築いた財産を社会のために役立てたい」

「故人の遺産を社会に役立ててほしい」といった尊いお申し出が増えています。

相談される方のきっかけは様々ですが、

ひとり暮らしで身寄りや相続先のない方が増えていることもあり、

財産を寄付することへの関心が高まっています。

日本赤十字社石川県支部は、このような尊い思いに応えるために

遺贈（遺言による寄付）、相続財産寄付を承っております。
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能登半島地震

日本赤十字社石川県支部・各施設

■日本赤十字社石川県支部
〒920-8201
金沢市鞍月東2-48
☎ 076-239-3880

■金沢赤十字病院
〒921-8162
金沢市三馬2-251
☎ 076-242-8131

■石川県赤十字血液センター
〒920-0345
金沢市藤江北4-445
☎ 076-254-6300

献血ルーム くらつき
〒920-8201
金沢市鞍月東1-1
☎ 076-237-3745

献血ルーム ル・キューブ
〒920-0909
金沢市袋町1-1
かなざわはこまち３階
☎ 076-220-1655
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※支部長名については、当支部ホーム

ページをご覧いただくか、直接当支部へ

お問い合わせください。

日
本
赤
十
字
社
石
川
県
支
部

石
川
県
金
沢
市
鞍
月
東
二
丁
目
四
十
八
番
地

支
部
長
　○
○

　○
○

※日本赤十字社石川県支部に遺贈した財産は、相続税の課税対象になりません。

遺言執行者から日本赤十字社石川県支部に連絡が届
き、遺言の内容を日本赤十字社石川県支部が確認させ
ていただきます。

遺言執行者が遺言書に基づき手続きを行い、
指定の財産を日本赤十字社石川県支部に寄付します。

受遺者は「日本赤十字社石川県支部」と
ご記載ください※

遺言により自分の築いた財産を特定の人や団体などの第三者に贈ることを

「遺贈」といいます。 遺言書で財産の全部または一部の受取人（受遺者）として

日本赤十字社石川県支部を指定いただくことで、国内外で災害、病気、紛争などで

苦しむ人びとのいのちを守る活動に広く役立てることができます。
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税金についての専門家で、相続に関する
税金や申告について相談できます。

法務大臣に任命された公証人が、ご自身が
残されたい遺言を正式な形にしてくれます。

日本赤十字社は、その他信託銀行などと
遺贈に関する協定を結んでいます。

日本赤十字社石川県支部は、県内の銀行
と遺贈に関する協定を結んでいます。 交渉・書類作成（遺言書を含む）など

相続全般に関して相談できます。

石川県内の銀行

受遺者を「日本赤十字社石川県支部」とご記載ください。地域に根差した活動を展開する石川県支
部を遺贈先とすることで、「大切な故郷を支えたい」「ゆかりの地に恩返しをしたい」といった思いを
叶えることができます。

遺言書には、遺言者の有する不動産や有価証券などの財産を遺言執行者が換価･換金し、諸
費用・税金などを控除したうえで、日本赤十字社石川県支部に遺贈する旨をご記載ください。
遺言執行者にて換価・換金が難しい場合は、事前にご相談ください。

信頼のできる方を指定することはもちろんですが、遺言内容を確実に実行するためには、
財産の引渡しや登記など複雑な手続きが必要になりますので、法律に詳しい専門家に依頼
することをお勧めしております。詳しくは8ページをご参照ください。
なお、遺言執行の専門家ではないため日本赤十字社石川県支部を遺言執行者に指定することはご遠
慮願います。

「遺留分」とは配偶者、子、親などの相続人に、最低限度保障された相続財産の受け取り分のこと
です。遺贈をご検討の際には、遺留分権利者に予めご了承いただくか、遺留分相当の財産を与え
るなど、遺留分についてご配慮いただくことをお願いしています。

三井住友信託銀行 金沢支店
〈 相続・遺言相談デスク 〉

〈 委託総合営業第六部 〉

  0120-456-631

03-4335-0813

金沢弁護士会
 076-221-0242 弁護士会  石川

石川県司法書士会
 076-236-2275 司法書士会  石川

石川県行政書士会
 076-268-9555 行政書士会  石川

北陸税理士会
 076-223-1841

金沢公証人合同役場
 076-263-4355

七尾公証役場
 0767-52-6508

小松公証役場
 0761-22-0831

税理士会  石川公証役場  石川

北國銀行 信託チーム〈 ダイレクトセンター 〉

 0120-680-069 北國銀行 相続関連
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「『社会に役立ちたい』と常々話されていた」、

「生前に赤十字活動に関心があった」といった、故人の思いを尊重し、

ご遺族の方が相続により取得した財産の全部または一部を

日本赤十字社石川県支部へ寄付することで、国内外で災害、病気、紛争などで

苦しむ人びとのいのちを守る活動に広く役立てることができます。

ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限

内(相続開始があったことを知った日の翌日から

10ヵ月以内)に日本赤十字社石川県支部に寄付し

た場合、寄付した財産には相続税がかかりません。

(関係根拠法令：租税特別措置法第70条)

適用には相続税の申告期限内に日本赤十字社が

発行する受領証と相続財産寄付に関する証明書を

相続税の申告書に添付する必要があります。

詳しくは、日本赤十字社石川県支部（076-239-3880）

までお問い合わせください。

日本赤十字社石川県支部への寄付

詳しくは日本赤十字社石川県支部ホームページ
「表彰制度」をご覧いただくか、お問い合わせください。

日本赤十字社石川県支部  表彰
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ご存命中に年間2,000円以上の継続的なご支援をいただく会員制度がございます。

また、都度の寄付や香典からの寄付、保険会社の仕組みによりますが保険金の受取人

に日本赤十字社石川県支部をご指定いただく方法もございます。

日本赤十字社石川県支部をご指定いただくことで、故郷や

ゆかりの地の赤十字活動へのご支援が可能です。遺贈の場

合、未来のことになりますので、特定の災害義援金や海外

救援金などに使途を指定することはできません。
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